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参照条文 

 

○ 有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律（昭和四十九年厚生省令第三十四号） 

（家庭用品の基準） 

第四条 厚生労働大臣は、保健衛生上の見地から、厚生労働省令で、家庭用品を指定し、そ

の家庭用品について、有害物質の含有量、溶出量又は発散量に関し、必要な基準を定める

ことができる。 

２ （略） 

３ 厚生労働大臣は、前二項の規定により基準を定めようとするときは、あらかじめ、薬事・

食品衛生審議会の意見を聴くとともに、消費者庁長官及び当該家庭用品についての主務大

臣に協議しなければならない。 

 

 

○ 有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律施行規則（昭和四十九年厚生省令第三

十四号） 

別表第一 

有機水銀

化合物 

繊 維 製 品 の う

ち、おしめ、おし

めカバー、よだ

れ掛け、下着、衛

生バンド、衛生

パンツ、手袋及

びくつした 

家庭用接着剤 

家庭用塗料 

家庭用ワックス 

くつ墨及びくつ

クリーム 

左に掲げる家庭用品は、次の試験法による試験に適合しな

ければならない。 

１ （略） 

２ 試験（フレームレス原子吸光法） 

次の（１）又は（２）のいずれかの試験による。 

（１） （略） 

（２） 還元気化法 

試験溶液２．０ｍｌを正確に採り、日本工業規格のＫ０１

０２の４４．１．２のＢ法に準じて操作し、波長２５３．

７ｎｍにおける吸光度Ａを測定する。 

別に、水銀標準液１．０ｍｌを正確に採り、０．５ｍｏｌ

／ｌ塩酸５０ｍｌを加え、３０分間放置し、以下１ 試験

溶液の調製の場合と同様に操作して得られた溶液２．０ｍ

ｌを正確に採り、試験溶液の場合と同様に操作して吸光度

Ａｓを測定するとき、ＡはＡｓより小さくなければならな

い。 

（以下略） 

 


